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新型コロナウイルス感染症に係る経済対策

コロナに負けない！あつぎ中小企業応援交付金について

要旨

厚木市独自の取組については、次の２つの目的をもって実施するものです。

予算額：6億円
＊予算額については、事業の実施係る事務経費等を含みます。

①事業の継続を支援 ②頑張る企業を応援

支援の対象

①市内中小企業

②市内小規模事業者

＊いずれも、企業体での事業も支援対象とします。

◇参考 厚木市の中小企業等のデータ

中小企業数 うち小規模事業者数 大企業 合計

5,797 4,865 20 5,817
＊平成28年経済センサスの結果を基に中小企業庁が算出したデータによる
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２ 支援内容
１ 企業の事業継続への支援

厚木市の財政を支える市内中小企業等の事業継続を支援するものです。厚木市が効果的な施策を進めるための将来への投資となります。

①感染防止対策協力支援金（最大50万円）

・休業、短縮営業支援 一律10万円

・家賃助成 １か月の家賃額の1/2、上限20万円を２か月分助成 最大40万円

【厚木市の家賃助成は休業協力へのインセンティブではなく、前年比で売上が一定の割合で減少した事業所

（個人を含む）を対象とするものです。】

＊厚木市内の企業等は、県の助成30万円を活用することにより、計80万円の助成を受けることができます。

＊休業支援は、国の持続化給付金の対象外となる個人も対象となるよう検討します。

②雇用奨励金の支給

一定の期間中に常用の社員や臨時職員を採用した、また、社員を復職させた企業に対し奨励金を交付します。

◇参考 家賃助成・休業等の支援の主な対象となる事業所数（厚木市）

宿泊業・飲食サービス業 生活関連サービス業・娯楽業 合計

1,100 676 1,776

＊平成28年経済センサスのデータによる
＊生活関連サービス業とは、主に、クリーニング店、理容・美容院、リネンサプライ業、銭湯、エステティックサロン、旅行代理店などで、
娯楽業は、映画館、劇場、パチンコ店、ゲームセンターなどです。
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２ がんばる企業を応援する事業

市内中小企業等が売上げの向上や減少を最小限に抑えるため、工夫をこらしている事業等に要する経費の一部を補助するもの。

例：①お弁当などのデリバリーサービス開始に関する周知や車両のレンタル料、宣伝用ののぼり旗等の作製に係る費用。デリバリーサービスは市民の外

出自粛の推進と企業にとっては外出自粛への対応策につながるものです。②キャッシュレスサービスの導入経費の一部を助成。など。

①新たにデリバリーサービス等、顧客サービスの向上に係る取組を始めた企業に対し、取組に要した費用の一部を助成。

②キャッシュレスサービスに係るシステム等導入の経費の一部を助成。など

３ 特定の施設運営の継続に対する支援

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、介護施設や保育園、幼稚園など、高齢者・子どもの社会生活を支えるため、感染のリスクと背中合わせになりな

がらも、最大限の注意を払い、施設運営を継続している事業者に支援を行うものです。

①介護施設、障がい者支援施設等が感染拡大予防措置を講じた経費の一部を助成。

＊高齢者関係施設数：262事業所 *障がい者関係施設数：148事業所

②保育所、幼稚園などが感染拡大予防措置を講じた経費の一部を助成。

③民間児童クラブが感染拡大予防措置を講じた経費の一部を助成。 など



４

４ 予算の積算

②がんばる企業を応援する事業 1千万円

①企業の事業継続への支援 5億４千万円
＊家賃助成の試算額 空き店舗対策補助金における申請者の平均月額家賃額 18万円≒20万円＊1/2＝10万円

家賃額の助成は３月・４月の２か月分とすることから、助成額は20万円 これに休業支援10万円を加算すると、計30万円

更に、1,776事業所のうち1,500者が制度を利用する想定で 30万円×1,500者＝4億５千万円となります。

３ 事業実施の手法

厚木商工会議所に対し市内企業等への支援に要する経費を交付金として交付する。

＊商工会議所に事業を実施させる理由

①コロナウイルス感染症に係る相談業務を会員、非会員にかかわらず実施していることから、市内企業の現状について精通している。

②迅速な事務処理が期待できる。

③会議所非会員企業との接点もでき、会員の増につながるきっかけとなる。

③特定の施設運営の継続に対する支援 ５千万円


